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以下、当会の７回に渡る全国 1000 人を対象とした、アンケート式調査を郵送発送・回収で実施し

た調査報告書に基づき、当会が提案するものである。 

 

① 保護者同意による医療保護入院制度を再度検討し名称等も変える。 

保護者の同意要件廃止をしても、発症する要因は保護者にもあり（図Ａ）、地域生活でも当事者か

らは保護者家族の意識はなくならない（図Ｂ）。しかし、発症して 初に相談するのは両親である

ので（図Ｃ）、重要な支援者の位置づけであることは変わらないだろう。 

医療保護入院の制度設計を変える事を前提で今回の提起とする。 

 

図Ａ.発病につながった家庭環境
【2009年調査】
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図Ａ.発病につながった

家庭環境 
人数 ％ 

父親  262 56.1

母親 236 50.5

兄弟姉妹 111 23.8

祖父母 42 9

配偶者（非ユーザー） 32 6.9

配偶者（ユーザー）  29 6.2

子供 27 5.8

兄弟姉妹の家族 18 3.9

その他 52 11.1

サンプル数 467 100

 

 

 

図Ｂ．家族と同居して保護者家族を意識して生活して
いるか。【2009年調査】
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図Ｃ.発病と思ったときそ最初に助けを求めた家族
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 保護者の入院時の同意については、退院を踏まえた関与を含め判断する必要があると統計調査で

はうかがえる。 

■入院時の処遇が親子関係の悪化を増長する 

本会が実施した統計調査の中では親子間の関係悪化の要因としては、強制入院時の処遇対応があげ

られる。 

容易に入院に結びつく医療保護入院の制度に関しては、入院中の入院費支払義務が入院同意者に

法的に支払い義務がないために、「安易な強制入院手段」結びついている場合もある。 

当会が 2011 年に調査をした中に図 D がある。精神障害者が一番恐れていることは入院させられ

ることである。（図Ｄ） 

図Ｄ.再発時、一番つらいこと【2011年調査】
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② 現行の精神医療審査会が実施する医療保護入院制度の見直し 

《詳論点２－２》 どのような機関で審査を行うか。 

《詳論点２－１》 どのように期間を設定するか。  

1.<機関>現行の精神医療審査会の構成委員を、再度組みなおし多様な面から審議できるよう構成し

なおす。（仮）地域精神医療審査会を新設し、現行の精神医療審査会役割を第三者監視機関と変え

る。なお、現行の精神医療審査会の委員は公開とする。当然ながら、 低一人ずつの当事者または

家族をくわえる。 

・医療保護入院先に、新たに設置する地域精神医療審査会の、運営主体は市町村単位での自治体運

営もしくは入院先病院が招集する。 

・現行の精神医療審査会の役割を新たに設置した地域精神医療審査会に移行する。 

・設置する地域精神医療審査会は、構成委員条件のひとつとして、家族や当事者をいれ、今までの

保護者制度の歴史が生んだ親子関係のひずみを解消する。 

 

2.<期間>継続審査を初回の見直しを１か月として、入院の必要性を再度見直す。→急性期が終わっ

ている可能性が高い。 

・その後は、地域精神医療審査会が継続入院必要か審査等を３か月後ごとに実施する。 

また、毎月医療保護入院の継続が必要かどうかを別途審査する。本人が治療を望む場合はただち

に任意入院に切り替える。 

・ 入院から退院までの 長期間は半年とし、退院を実施する。 

・ 必要であれば、医療保護入院を再審査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

地域が社会資源に密接になり、精神科病院が 

地域閉鎖制の無い一般病院に近づきやすい。 

病院

地域 

地域から 

人の動き 

か 適正運用されているか 

監視機関の機能 

地域精神保健審査会 
(病院内外で審議する) 

委員構成（+当事者または家族） 
原則委員名公開は義務付けない 

【申請の受付窓口も併設】 

現：精神医療審査会 
再編生後 

委員構成（+当事者または家族） 
原則委員名は公開とする 

家族の保護義務の歪より

→ 
支援・権利擁護者の実現 

業務の過疎化 
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患者にとっては、機能していない、精神医療審査会の現状。 

（図 2005 年精神医療審査会）                  （図 2012 年精神医療審査会） 

精神医療審査会の説明の有無（２００５年）

ある
24.0%

ない
76.0%

n=292

退院請求ができることについて病院あるいは保健所職
員から知らされましたか（２０１２年）

はい
32.2%いいえ

67.8%

ｎ＝264

 

③ 入院時の処遇対応の改善 

当会 2012 年権利擁護調査では、医療保護入院にあたる強制入院は任意入院に比べて、入院時の

処遇対応（図Ｅ）はかなり辛いものであるが、入院形態に関わらず、入院中の閉ざされた社会で

の処遇には知られない問題もあり（図Ｆ）、患者が安心して生活しているとは言いがたい。結果

入院をさせた保護者家族を恨むことに繋がる。 

早期に精神科以外の医療並みの病棟の開放化が必要と言える。 

 

 
病院内処遇調査の一部を紹介するが、1987 年以

降に入院経験で任意入院でも閉鎖処遇が過半数

以上を閉める。 

入院中の処遇では、「図Ｄで入院が恐ろしいと

いわれ言われる理由が下図に現れている。 

 入院時に任意入院であっても、閉鎖処遇を体験
の有無【2012年調査】
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図 Ｆ.入院経験の中で受けた人権侵害で辛かったこと（3つまで）【2012年調査】
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図Ｅでは、医療保護入院に該当する【強制入院経験者】と【任意入院者経験者】の隔離室に入れられた際の

考えを比較すると、強制入院経験者には、一種の諦めと多くの悪性な思い出が山積していくことが調査では

現れている。 

 

 

図Ｅ.経験者別：行動制限隔離についての考え　比較【2012年調査】
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隔離室（保護室等）や拘束（抑制等）を受けたものは精神保健指定から、理由の説明は充分にされていると

は言いがたいことが現れている。 

行動制限で隔離時に精神保健指定医から
「隔離理由」を告知の有無

【2012年調査】
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行動制限で拘束時に精神保健指定医から
「拘束理由」を告知有無

【2012年調査】
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拘束時の、職員の態度を見て感じたこと
【2012年調査】
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④保護者の保護義務の軽減について 

医療費の支払いに関して、支払者は原則入院者ではあるが、支払い能力がない場合は親権者の支払

義務があることを明確にしたい。 

現行の医療保護入院は、同意要件があまりにも幅が広く、入院時の支払い義務程度が妥当であり、

その他の要件は地域チームで（入院先の医師を除く）入院者への人権に配慮した関与を担う必要が

ある。 

 

―――――――――――――――＜引用した実施調査について＞----------------------------------------------------- 

１ 業務名 

「精神医療ユーザー1000 人の現状と声統計調査」 

２ 調査目的 

「障害当事者による障害当事者のニーズ調査により、生活の質の向上を推進する」 

３ 調査内容 

（１）調査対象：10 歳以上の精神医療ユーザー 約 1,000 名 

全国の地域生活者である障害者及び病者団体とその近辺の当事者 

（２）実施時期：2004 年から、2012 年毎年１回実施 

（３）調査方法：アンケート式調査票を全国に郵送発送、回収調査 

（４）配 票 数 ： 毎回約 700～800 団体約 5000 票 

（５）回答者数：約 1000 人（回収率：平均 20％程度）入院者は除く、非精神障害者を無回答者として除く 

（６）調査項目：基本属性と毎回の調査テーマ関連設問等 

（７）総設問数：約 60 問 

４ 調査研究体制 

調査は、下記体制で実施した。 

■ 特定非営利活動法人 全国精神障害者ネットワーク協議会 調査研究事業部 

調査研究員：当事者統計調査研究専門員６名程度  
 

 




